
令和２年３月１３日実施の宅地建物取引士法定講習を受講される方へ 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会    

TEL ０３-３５１１-０６１１ 

    

 

宅地建物取引士に対する講習（法定講習）における 

新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、宅地建物取引士に対する法定講習に 

ついて、当面の間、教材を交付し、自宅学習及び効果測定により法定講習を行うこととする方針を示し、 

告示を改正しました。 

つきましては、この方針及び告示を踏まえ、３月１３日当日は、通常の講習は実施せずに、代わりに受付

でテキストを配付いたします。詳細については、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．受付日時    令 和 ２ 年 ３ 月 １ ３ 日 （ 金 )  

１０：００～１５：００の間の都合の良い時間にご来場ください。 

２．会   場    連合会館２階大会議室 (住所：東京都千代田区神田駿河台 3-2-11) 

 

３．講習内容 

① 宅地建物取引士証は当日交付いたします。 

 ② テキストをお持ち帰りいただき、自宅学習により行います。 

 ③ 後日自宅学習終了後、「法定講習学習報告書」と「確認テスト」を、当日お渡しする返信用封筒 

にて必ずご提出ください。（提出がない場合は、都県等から指導される場合があります。） 

 

４．持参していただくもの 

① 現在お持ちの取引士証（期限切れのものを含む。）、紛失届を提出している方は、都県の受付印の 

  ある紛失届（原本）  ※お忘れになると、取引士証は交付できません。 

② 受講票（領収書は切り離して結構です。受講票のみご持参ください。） 

③ 筆記用具（ボールペン） 

④ テキスト（４冊）とその他資料を配付いたしますので、持ち帰り用の紙袋等をご用意ください。 

⑤ このご案内に同封の取引士証受領書に登録都県・席番号・氏名をあらかじめご記入の上ご持参 

ください。引換えに取引士証をお渡しします。 

 

５．受   付 

① 受付時間の１０：００～１５：００の間に必ずご来場ください。 

② 受付に受講票を提示してください。取引士証、紛失届は回収いたします。 

 

６．ご来場の注意 

   できるだけマスクの着用をお願いいたします。 

 

以 上 
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